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議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針

第１回WGのご意見を踏まえ、マニュアル改訂の対応方針を提示する。

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

第１回WGの対応方針を踏まえ、指針マニュアル（本体）今年度改訂案を提示する。

議題３： 今後の対応方針について

第1回WGご意見のうち、今年度のマニュアル改訂案で未対応の事項に関して、今後の方針を整理する。

対策技術の最新情報についての意見交換を行う。

第2回WG（下水道部門）次第
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WG資料案

～議題１ 第１回WGを踏まえた対応方針
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⚫ 第1回下水道WGで、マニュアルの位置づけに対して頂いた主なご意見と対応方針は下表のとおり。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針（1/5）

議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針

4

ご意見箇所 第1回WGで頂いたご意見（要旨を抜粋） 対応方針

WGの進め方

について

⚫ 【山下委員】第1回WGでの委員のご意見は、第2回までに委員間で共有いただけるか。

各委員の意見を柔軟かつ迅速に共有し、それを基にフィードバックできる形が望ましい。

⚫ 各委員からのご意見については取りまと

めの上ご確認いただく想定。

マ
ニ
ュ
ア
ル

マニュアルの

位置づけ、計

画策定意義

⚫ 【齋藤委員長】自治体規模に応じた削減対策や、計画策定がなされていない背景に基

づき支援が必要だろう。

⚫ 【山田委員】削減目標値について、自治体への意識づけができていないのではないか。よ

り小規模の自治体では、脱炭素化事業に予算を捻出することは難しい。

⚫ 【山下委員】計画の策定はどのような意義があり、誰がどのような立場で自治体に策定を

促すことになっているのか明確にされるとよい。下水道温暖化対策推進計画を未策定

の自治体もあり、小規模事業者も含めて取組を進めてもらうこと自体は意義があると考え

るが、対策には労力やコストが伴うことや、全国ベースのGHG排出量では大部分を大規

模事業者が占めていることから、大規模事業者においてより高度な取組を推進する方が、

全国的な効果を上げる上で効率的であると考える。

⚫ 【三宅委員】小規模自治体と大規模自治体によるGHG削減目標達成に向けた取組姿

勢の温度差や実現可能性の違いをより明確にした方がよい。すべての自治体がGHG削

減目標達成に向けた取組を実施する対象であることを理解していただく必要がある。

⚫ 下水道部門の排出削減目標値設定を

求めていく姿勢をマニュアル内でも明確

化する。

⚫ 中小自治体等、計画策定が難しい自

治体に対する原因追及のため、国土交

通省が全国自治体に対して実施予定

のアンケートからその傾向を確認予定で

あり、今後のWGにて結果は追って共有

予定とする。

⚫ すべての自治体がGHG削減の対象であ

りつつも、小規模自治体、大規模自治

体で実施できることは異なるため、前述

のアンケート結果を踏まえ、マニュアル内

で記載していく。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針



⚫ 第1回下水道WGで、全国平均値、対策目安値に対して頂いた主なご意見と対応方針は下表のとおり。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針（2/5）

議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針
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第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針

ご意見箇所 第1回WGで頂いたご意見（要旨を抜粋） 対応方針

マ
ニ
ュ
ア
ル

全国平均値、

対策目安値

⚫ 【齋藤委員長】対策目安値の設定プロセスの過程で、対策の考え方や分類方法が現行

のままでよいのかは確認したほうがよい。

⚫ 【藤本委員】全国平均値は、焼却炉の有無、焼却炉がない場合は標準法や高度処理

やOD法を考慮して算出するものであり、既存のツールとは別物と認識している。全国

平均値については、現行マニュアル策定時のH28年と、最新のR4年の下水道統計を比

較しても大きな変化が見られないため、現状の値でもよいのではないか。

⚫ 見直し要否含め検討を行う。対策目安

値の検討にあたっては、対策区分の見

直しについても実施する方針。

⚫ 【堅田委員】全国平均値、対策目安値は各自治体がGHG削減対策を行う際に活用さ

れているか。活用できる数値であれば、併せて改訂されるのがよい。次年度以降改めて数

値の改訂に向けて検討することの労力を考えると、日本下水道協会の算定用ツールを活

用してもよいのではないか。

⚫ 【山下委員】H28年時点では有意義な情報であったかと思うが、現在は「見える化ツー

ル」や「排出削減目標設定支援ツール」が整備されており、ツールの活用イメージ等を示す

方が意義があると考えられる。記載を残すかどうかは、実際の活用状況を基準に判断す

るのが合理的である。

⚫ 【三宅委員】「見える化」ツールは下水道統計をもとに算出しているため、全国平均値はこ

ちらを活用することでよいのではないか。

⚫ 【次年度以降】既存ツールとの連携につ

いても検討する。



⚫ 第1回下水道WGで、その他マニュアルの記載に対して頂いた主なご意見と対応方針は下表のとおり。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針（３/5）

議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針
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ご意見箇所 第1回WGで頂いたご意見（要旨を抜粋） 対応方針

マ
ニ
ュ
ア
ル

削減対策技

術の掲載方

法について

⚫ 【山田委員】技術一つ一つにURL指定して飛ばすと煩雑になるのではないか。

⚫ 【寺松委員】ファクトリストや対策個票を確認するための、下水道事業の技術情報が一覧

で確認できる形がよいのではないか。

⚫ 【堅田委員】情報更新は管理が大変と思料するため、継続的にURLを管理できる仕組み

を徹底していただきたい。各事業者が常に最新の技術を確認できることが重要である。

⚫ 【大下委員】マニュアル本体から、指針HPのファクトリストや対策個票がスムーズに確

認できるようにして欲しい。

⚫ 【三宅委員】各情報をHP上の同じページでまとめて掲載する等、自治体担当者が確認

しやすいよう、視覚的な工夫をお願いしたい。

⚫ マニュアル上において、下水道部門にお

けるファクトリスト、対策個票がリンク可

能な情報提供のし方を検討する。

⚫ 別途、指針ウェブサイトの改修も検討中

であり、下水道部門における対策を一

覧で見られるページを作成する方針で

進めていく。

外部ツール、

資料等の活

用

⚫ 【齋藤委員長】各種ツールとのすみ分けはマニュアルに掲載したほうがよい

⚫ 【山下委員】「排出削減目標設定支援ツール」に関し、ツールでの試算結果が計画策定

に流用できれば理想的と思う。

⚫ 【寺松委員】日本下水道協会が作成している解説書は、実際に実行する際の手順や留

意する点に重きを置いている。マニュアルは技術論や脱炭素へのロードマップ策定の方

法論というように、うまく棲み分けをして連携できると良い。

⚫ 計画策定を進めていただくため、各ツー

ルや解説書を活用いただきたい旨をマ

ニュアルに追記していく方針。

計画策定

イメージにつ

いて

⚫ 【大下委員】GHG削減計画策定は手間がかかるプロセスだと浸透しないことから、マニュア

ルでは手間がかからない内容でわかりやすい計画検討方法を記載していただけるとあり

がたい。

⚫ 【藤本委員】計画策定の推進にあたっては、優良事例を示して参考にしていただくのが簡

便な方法ではないか。

⚫ 計画策定事例を調査し、事例に基づい

てマニュアルの計画策定イメージの記載

を修正予定。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針



⚫ 第1回下水道WGで、その他マニュアルの記載に対して頂いた主なご意見と対応方針は下表のとおり。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針（４/5）

議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針
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ご意見箇所 第1回WGで頂いたご意見（要旨を抜粋） 対応方針

マ
ニ
ュ
ア
ル

その他

⚫ 【山下委員】カーボンプライシング、カーボンオフセットへのかかわり方について、事例紹介だけでなく、

下水道事業でのクレジットの扱いやどのような意味合いを持つか整理したほうがよい。

⚫ 【三宅委員】PPAは、電力調達のための単なる手段と捉えられる可能性があるため、マニュアル

に掲載するのはよいが、説明には注意した方がよい。

⚫ 【三宅委員】他分野との連携や、バウンダリを拡大した際の下水道事業者としてのGHG削減への

貢献（どのように計算し、下水道事業の貢献分としてどのように設定できるか）等がより明確に

できれば、下水道事業として取り組もうとする意欲が上がるかもしれない。

⚫ 【堅田委員】下水汚泥の資源化やエネルギーといった創エネルギーが下水道事業としては重要で

ある。

⚫ 【大下委員】神戸市として地域バイオマスを受け入れて、消化ガスを有効利用する取り組みを行って

いる。廃棄物処理の効率アップやガスの有効利用の観点から良い取組ではないかと考える。太

陽光発電におけるPPA活用は初期コストがかからないため、よい取組みであり掲載する方向でよい。

⚫ 【藤本委員】従来の太陽光発電だけでなく、ペロブスカイト太陽電池等の新技術も導入してはどうか

と検討している。太陽光発電は取組みやすく、削減量も大きいため、マニュアルをきっかけに事業

者に検討いただけるとありがたい。また、他産業との連携の事例を示すだけでも効果的ではないか

⚫ 【三宅委員】GHG削減の取り組みは、放流水質やコストと比較して優先順位の低い対策になって

しまう。水質管理、コスト管理の二軸管理に加えて、水質以外の環境負荷管理としてGHG排出

量削減等を入れ込むなど、三軸管理的な考えもあってよいだろう。

⚫ 頂いたご意見を踏まえ、下水

道事業としての位置づけやメ

リット等を併せてマニュアルへ加

筆を検討する。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針



⚫ 第1回下水道WGで、ファクトリスト等削減対策の見直しに対して頂いた主なご意見と対応方針は下表

のとおり。

第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針（５/5）

議題1： 第１回WGを踏まえた対応方針
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第1回下水道WGで頂いた主なご意見と対応方針

ご意見箇所 第1回WGで頂いたご意見（要旨を抜粋） 対応方針

フ
ァ
ク
ト
リ
ス
ト
等

掲載技術に

ついて

⚫ 【山田委員】電力に起因するCO2は省エネにより削減できるが、水処理や汚泥焼却におけるGHG

排出削減は対策技術が不足している。

⚫ 【寺松委員】代表的な対策として、近年は豊かな海の観点が追加されており、ベストバランスを探

る段階に来ている。B-DASHプロジェクトの技術情報についても取り上げていただきたい。OD法

の代表的な対策として、制御面の技術を活用することでGHG削減抑制効果が期待されている。

⚫ 【堅田委員】B-DASHの事例もマニュアルに追加するとよい。

⚫ 【大下委員】ファクトリストへの記載は、単にGHG対策のみを記載するのではなく、機器の能力・性

能やコスト等も記載しているとより情報としての価値は高い。

⚫ 【藤本委員】B-DASHの事例は、ガイドラインまで完成していれば、自治体でも導入可能なはず

である。

⚫ 【三宅委員】新技術の導入は、施設の更新のタイミングに依存する、大きなコストが伴うことから容

易に導入できないが、施設の更新を伴わない運用改善対策であれば実施の可能性が増える。

⚫ 【三宅委員】日本下水道協会HPでは、GX取組先進事例として、各技術導入において工夫した

点や活用の際のアドバイスについても掲載されている。GX取組先進事例に記載の技術もファクトリ

ストの更新に活用できるのではないか。下水道事業団では、新技術を開発した際に、新技術導入

制度に基づき更新するデータベースがあるため、新技術導入制度等で選定された技術を抽出でき

る仕組みがあればよい。ファクトリストに記載の技術の削減効果の度合いや導入可能性について

優先順位を絞り込めるとよい。

⚫ 【次年度以降】B-DASHプロ

ジェクトの事例や、新技術導

入制度等で選定された技術も

ファクトリストに追加することや、

現行のファクトリストに位置付

けられている運用改善対策に

対し、新たに追加すべき技術

がないか検討する。

⚫ 前述のファクトリストへの追加

検討技術については、その他

対策技術とともに指針ウェブサ

イトに誘導するか、マニュアル上

でも言及するかを含めて検討

する。

⚫ 【次年度以降】削減効果や技

術的な優先度について示すこ

とが可能かどうかを含めて検討

する。



WG資料案

～議題２ 指針マニュアル改訂案の概要
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⚫ マニュアル全体及び、第1章を中心とした改訂内容は以下のとおり。

⚫ 具体の改訂内容は、配布資料２：指針マニュアル改訂案でご説明。

改訂内容について（1/３）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

10

項目 改訂方針 具体の改訂箇所 ページ「見出し」

法律 準拠する法律の改正に伴う、
法律名や条文等に係る部分
（表記方法）の修正

• マニュアル全体について見直し
例）温室効果ガス排出抑制→温室効果ガス排出削減
例）事業者に対する努力義務の条文として第20条の
5→第23条
例）地方公共団体実行計画の策定に関する条文として
第20条の3→第21条

• 「はじめに」等々
• P1「1.1本マニュアルの位置づ

け」等
• P4「１．２用語解説、9) 」等

排出係数 温対法の省令に基づく排出
係数に修正

• 数値記載部分の差し替え
• 排出係数は、常に最新の値を確認するように注記を追

加
• 3章での排出量算定例について、最新の係数で再計算

• P３「表1-1温室効果ガスの種
類」等

• P3「１．２用語解説、4) 」、P31
「表3-3エネルギー起源CO2の
主な排出係数」等

• P3４「3.3 電気，燃料等のエネ
ルギーの消費に伴う温室効果ガ
ス排出量の把握、2) 」等

背景 本マニュアル策定の経緯に
加え、今年度改訂することを
明記した形に修正

• 「はじめに」「1.1 本マニュアルの位置づけ」の書きぶり
修正

• 「はじめに」、P1「1.1本マニュアル
の位置づけ」

計画の策定意義 下水道部門の排出削減目標
値設定を求めていく姿勢を
マニュアル内でも明確化

• 「はじめに」の書きぶり修正 • 「はじめに」

計画の策定意義 計画の位置づけや他の政策
との関連について

• 「1.7 下水道関連計画等との調整」に「下水道全体計
画」、「都市計画、都市マスタープラン」を追記

• P17「1.7下水道関連計画等と
の調整」



⚫ 第4章を中心とした改訂内容は以下のとおり。

⚫ 具体の改訂内容は、配布資料２ ：指針マニュアル改訂案でご説明。

改訂内容について（２/３）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要
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項目 改訂方針 具体の改訂箇所 ページ「見出し」

全国平均値、対
策目安値

4章に前置きを追記 • 4章冒頭に、現行の整理や表4-2～4-5の現在の全国平均
値、対策目安値はH28年度時点版であることを明記
※値の改訂は今年度内には困難であり実施しない

• P49「4.1 基準年度（現状）の
温室効果ガスの算定」

ツールとの連携 計画策定を進めていただくた
め、各ツールや解説書を活用
いただきたい旨を追記

• 「4.1 基準年度（現状）の温室効果ガスの算定」に「他の活用
いただけるツールについて」を明記

• P49、50「4.1 基準年度（現
状）の温室効果ガスの算定」



⚫ 第5章を中心とした改訂内容は以下のとおり。

⚫ 具体の改訂内容は、配布資料２ ：指針マニュアル改訂案でご説明。

改訂内容について（３/３）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要
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項目 改訂方針 具体の改訂箇所 ページ「見出し」

排出実態、削減量 下水道部門の排出実態等データを、最
新の下水道統計（令和4年度版）より
算出できる数値や国交省調査に基づ
くデータで置き換えるとともに政府が
掲げる削減目標を新たに追記

• 「5.1 温室効果ガス排出削減対策の着眼点」
における図表等の改訂、政府が掲げる削減
目標を追記

• 「はじめに」、P68「5.1 温室
効果ガス排出削減対策の着
眼点」

技術情報 「その他、温室効果ガスの排出の削減
に資する取組」として、カーボンプライ
シング、PPA （Power Purchase 
Agreement：電力購入契約）につい
て追記

• 「５.2温室効果ガス排出削減対策メニュー」
にて段落を作成し、取組の一例となりうるこ
とを紹介

• P7３、74「５.2温室効果ガ
ス排出削減対策メニュー、
5.2.4」

技術情報 マニュアル構成についてのご相談を踏
まえ表5‐1（指針掲載の対策技術一
覧）、参考情報1（各技術に関する解
説）を削除

• 表5‐1（指針掲載の対策技術一覧）、参考情
報１（各技術に関する解説）についてマニュ
アル上からは削除の上、技術情報はファクト
リスト・対策個票を参照いただく形とする

• P74～77「５.2温室効果ガ
ス排出削減対策メニュー、
5.2.5」

技術情報 ファクトリスト、対策個票以外のマニュ
アルや新技術について、URLを追記

• 「5.2.5  その他，温室効果ガスの排出の削
減に資する技術，設備等の情報源について」
で、参照可能なマニュアルや新技術等をリン
ク付きで紹介

• P74～77「５.2温室効果ガ
      ス排出削減対策メニュー、
      5.2.5」

計画の策定イメージ 実際の計画策定事例を参考に内容を
改善

• ７章の下水道温暖化対策推進計画の策定イ
メージの内容改善

• マニュアル改訂案（資料編）



改訂箇所 【はじめに】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

13

改訂前 改訂後



改訂箇所 【1章】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

14

改訂前 改訂後



改訂箇所 【1.6 達成すべき目標】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

15

改訂前 改訂後



改訂箇所 【1.7 下水道関連計画等との調整】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

16

改訂前 改訂後

※修正可能性有



改訂箇所 【表3‐1 下水道温暖化対策推進計画における排出活動の主な排出

の区分】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

17

改訂前 改訂後



改訂箇所 【3.1 温室効果ガスの排出源】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

18

改訂前 改訂後



改訂箇所 【3章全体 排出係数】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

19

改訂前 改訂後



改訂箇所 【４.1 現状の温室効果ガス排出量の評価】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

20

改訂前 改訂後



改訂箇所 【４.1 現状の温室効果ガス排出量の評価：解説】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

21

改訂前

改訂後



改訂箇所 【5.1 温室効果ガス排出削減取組選定の着眼点】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

22

改訂前 改訂後



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

23

改訂前 改訂後



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

24

改訂前 改訂後



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

25

改訂前 改訂後



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

26

改訂前 改訂後

掲載なし



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

27

改訂前 改訂後

掲載なし



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

28

改訂前 改訂後

掲載なし



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

29

改訂前 改訂後

掲載なし



改訂箇所 【5.2温室効果ガス排出削減対策メニュー】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

30

改訂前 改訂後

掲載なし



改訂箇所 【6.2 下水道温暖化対策推進計画の点検と評価・計画の見直し】

【6.3下水道温暖化対策推進計画の見直し】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

31

改訂前 改訂後



改訂箇所 【資料編】

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

32

改訂後改訂前



改訂予定箇所（参考文献の更新）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

33

⚫ 下記（図1－１，１－２，表３－７）について、最新の情報があれば更新したく、文献情報もしくは研究事例

等ご紹介いただけないでしょうか。



改訂予定箇所（章構成）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

34

下水道における地球温暖化対策マニュアル、平成28年3月

第1章 総 論
1.1 本マニュアルの位置づけ
1.2 用語解説
1.3 下水道温暖化対策推進計画の策定目的と効果
1.4 下水道温暖化対策推進計画の策定主体
1.5 下水道温暖化対策推進計画の対象
1.6 達成すべき目標
1.7 下水道関連計画との調整
1.8 地方公共団体実行計画と（事務事業編）の関係
1.9 関連部局との連絡調整

第4章 温室効果ガス排出量の評価
4.1 現状の温室効果ガス排出量の評価
4.2 目標年度（自然体ケース）の温室効果ガス排出量の推計
4.3 温室効果ガス排出削減効果の算出

第5章 温室効果ガス排出抑制対策
5.1 温室効果ガス排出抑制対策の着眼点
5.2 温室効果ガス排出抑制対策メニュー

第2章 下水道温暖化対策推進計画の構成 第6章 下水道温暖化対策推進計画の推進

第3章 温室効果ガスの排出源と排出量の把握
3.1 温室効果ガスの排出源
3.2 温室効果ガス排出量の算定の基本的な考え方
3.3 電気，燃料等のｴﾈﾙｷﾞｰの消費に伴うGHG排出量の把握
3.4 施設運転に伴う処理ﾌﾟﾛｾｽからのGHG排出量の把握
3.5 上水，工業用水，薬品類の消費に伴うGHG排出量の把握
3.6 下水道資源の有効利用に伴うGHG排出削減量の把握

第7章 下水道温暖化対策推進計画の策定イメージ

⚫ 現在は以下のような構成となっている。



⚫ 図2－1のフローに示されている手順と、第4章【温室効果ガス排出量の評価】の内容を整合させるこ

とを目的に、第4章の組み換えを実施し、図2－1とも整合性をとることを予定する。

改訂予定箇所（章構成）

議題２： 指針マニュアル改訂案の概要

35

改訂前 改訂後（赤字部分について内容の再整理を想定）

4.1 現状の温室効果ガス排出量の評価 4.1 基準年度（現状）の温室効果ガス算定

4.2 目標年次（自然体ケース）の温室効果ガス排出量の推計 4.2 目標年度（自然体ケース）の温室効果ガス排出量の推計

4.3 温室効果ガス排出削減効果の算出 4.3 基準年度（現状）の排出量の評価 ※全国平均値等

4.4 （改訂前1.6章から移動）達成すべき目標の設定

4.５ 温室効果ガス排出削減効果の算出

図2－1 下水道温暖化対策推進計画策定の基本フロー（一部編集）

３章、4.1 にて記載

4.2 にて記載

4.3 にて記載

4.4 にて記載

4.5、5章 にて記載



出所：大阪市下水道カーボンニュートラル基本方針 https://www.city.osaka. lg . jp/kensetsu/cmsfi les/contents/0000644/644325/2_CNkihonhoushin.pdf

⚫ 資料編（現行マニュアル第7章）は、東京都「アースプラン2023」と大阪市「大阪市下水道カーボン

ニュートラル基本方針」を参考に、策定例の見直しを実施。

⚫ 参考にした要素については以下に記載の通り。

資料編 下水道温暖化対策推進計画の策定例

36

要素 反映内容

2050年カーボンニュートラルに向けての目標の設定 2050年における目標を記載

トップダウン方式による削減目標設定（下記①） マニュアル１．６「達成すべき目標」を再度引用し、トップダウン方式及び
ボトムアップ方式での目標設定方法、手順について記載

項目ごとの対策の取り組み事例整理（下記②） 取組の方向性について、省エネ、再エネ・創エネ、汚泥焼却の高度化に分
けて記載例を明記

①大阪市下水道事業の温室効果ガス排出量の推移 [t-ＣＯ2] ②取組事例の整理例



WG資料案

～議題３ 今後の対応方針について

37



⚫ 次年度以降の対応方針に関する主な論点は以下のとおり。

次年度以降の対応方針案（論点）

議題３： 今後の対応方針について

38

論点 ご意見いただいたいポイント

①-1 全国平均値について 既存ツールとの棲み分け

①-2 対策目安値について 既存ツールとの棲み分け
代表的な対策の考え方

② 新技術等に関する情報提供方法 ファクトリスト内外での情報提供の在り方や適
切な情報提供のタイミング



⚫ 全国平均値を公開することで、各処理場の処理水量等の規模や処理方式区分に応じ、自処理場の

GHGの排出量を他の処理場と比較することができる。

⚫ 自処理場の排出量レベルを他の処理場と比較して現状の優劣を認識することで、今後の排出削減取組

着手の契機になる可能性がある。ただし、あくまで相対的な比較であるため、CN目標達成の進捗に直

結するものではない。

論点①ー１：全国平均値

議題３： 今後の対応方針について

39

現行版マニュアルにおける、全国平均値（例）

出所）下水道における地球温暖化対策マニュアル 平成 28 年３月 環境省・国土交通省 https://www.env.go. jp/content/900444538.pdf



⚫ 全国平均値に関するWGでのご意見

- 削減目標達成への取組は必ずしも十分に進展しているとは言いがたい状況である中、全国平均値を基に、取組が

十分に行われているか否かを判断することは難しい。

- 公益財団法人日本下水道協会『エネルギー消費量など現状を「見える化」するためのツール』を全国平均値の代替

として利用することもできる。

⚫ 国土交通省による全国アンケート（実施中）

- 「見える化」ツールの活用状況等を、全国の自治体に伺う予定である。

⚫ 今後の対応事項

- 「見える化」ツールの活用状況（国交省による全国アンケート結果より）を基に、全国平均値の代替とするか、全国平

均値を残したうえで「見える化」ツールを掲載するか否かを検討してはどうか。（「見える化」ツールはマニュアル改

訂案に掲載）

論点①ー１：全国平均値

議題３： 今後の対応方針について

40

下水道協会「見える化」ツールによるアウトプット例
出所：公益財団法人 日本下水道協会 エネルギー消費量等の「見える化」ツール https://www.jswa. jp/gx/energy -cost-calc/



⚫ 対策目安値とは、排出削減等指針に示されている“代表的な対策”を講じた場合の削減量の目安値。

⚫ 対策目安値に関するご意見

- 対策区分を見直すべきではないか。（→新しい対策区分の観点はいかにあるべきか。）

※現行の施設区分は「分類１：汚泥焼却炉有」「分類２：標準活性汚泥法」「分類３：高度処理」「分類４：OD法」

※WGの中で委員から頂いたご意見・観点

「施設の種類が現行の考え方で適当か検討すべき」「現行の区分は送風機を考慮した対策目安値となっていない」「下

水の処理フローや再エネ電力の導入状況など自治体によって異なるが、現在の区分で適切に実態を反映できている

か懸念がある」

- 国総研の「排出削減目標設定支援ツール」を代替として活用する方法もあるのではないか。

論点①ー２：対策目安値

議題３： 今後の対応方針について

41

現行版マニュアルにおける、対策目安値（例）

出所）下水道における地球温暖化対策マニュアル 平成 28 年３月 環境省・国土交通省 https://www.env.go.jp/content/900444538.pdf

公益財団法人 日本下水道協会 エネルギー消費量等の「見える化」ツール https://www.jswa.jp/gx/energy-cost-calc/

国総研ツール「②～下水道の削減目標208万t-

CO2編～」によるアウトプット例



⚫ 今後の対応事項

⚫ 国交省による全国アンケート結果（実施中）、委員からのご意見等を踏まえ、ツールの記載有無、対策区

分を見直してはいかがか。

⚫ 例えば、CN目標達成に向け2030年までの208万トン（あるいは203X年に●●トン）の削減目標達

成に資する対策技術を、削減効果や想定導入率を検討して設定することはできないか。

論点①ー２：対策目安値

議題３： 今後の対応方針について

42

対策区分の見直しに関する検討イメージ案

対策 1 導入率 処理場数

対策 2 導入率 処理場数

対策 ｉ 導入率 処理場数

導入率を想定すれば、ＣＮ目標達成が視野に入ってくる、効果の高
い技術を優先して選定出来ないか。

※排出係数は2030年のものを用いて算出。ただし、2022年度の下水汚泥の焼却に
伴うN 2O排出係数は2024年度廃棄物分科会にて決定した排出係数を用いて算出。

下水道部門におけるGHG排出量の推移及び目標※１）

出所）１）国土交通省調べ



⚫ 削減対策に資する技術について、指針ファクトリスト該当技術としての掲載には制約等があることから、

例えば年一回など時期を定め下記の技術情報ソースから削減対策に関する技術情報を集約して参考

情報として提供することも想定される。

⚫ 技術情報について、ファクトリスト内外での情報提供の在り方や適切な情報提供のタイミング（指針

HP等での公表時期）についてご意見を伺いたい。

論点②：削減対策に関する最新の技術情報

議題３： 今後の対応方針について

43

技術情報ソース 対象技術の整理内容 更新時期 URL

国土交通省、国総
研

B-DASH 、
AB-Cross

実規模にて検証
結果を一般化し、ガイドラインを策
定して公開

実証時期により
異なる

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo
/sewerage/mizukokudo_sewerage_t
k_000450.html

下水道新技術機構 技術審査 民間企業において研究開発された
新技術を対象に、技術的な審査を
実施

（要確認） https://www.jiwet.or.jp/examinatio
n

日本下水道事業団 技術カタログ 新技術導入制度、B-DASH実証技
術の導入の2つの柱に対し、、技術
毎にその概要・特徴・導入効果など
を取りまとめ

（要確認） https://www.jswa.go.jp/new-
technology/
https://www.jswa.go.jp/new-
technology/wp-
content/uploads/2024/12/catalog.
pdf

下水道施設業協会 技 術 ギ ャ ラ
リー

下水道・水環境の施設について会
員各社の製品・技術を紹介すること
を目的として整理

（要確認） https://www.siset.or.jp/search1.ht
ml 

…

削減対策に資する技術情報の例



⚫ 今後のスケジュールは以下のとおり。

今後のスケジュール

議題３： 今後の対応方針について

44

１２月 次年度以降

国交省による全国アンケー
ト等の情報収集

マニュアル改訂案公表

１月 ２月 ３月

WGの実施

第３回WGに向けたマニュア
ル改訂

マニュアル改訂案
（R7年度最終版）

主な議題：
・マニュアル改訂案の共有
・今後の課題である、削減対策の見直し、全国平均値、対策目安値の見直し等

第３回

主な議題：
・今年度のとりまとめ

第2回

分析調査
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